
議   第   １７４  号   

令和 ７ 年 ９ 月 １ 日提出   

 

熊本市下水道条例の一部改正について 

 

熊本市下水道条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市下水道条例の一部を改正する条例 

 

熊本市下水道条例（昭和４６年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条中「上下水道事業管理者（」の次に「第７条第１項を除き、」を加える。 

 第７条第１項中「、管理者が指定する」を「、次の各号に掲げる工事を除き、上下

水道事業管理者が指定する」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の２号を加える。 

(1) 上下水道事業管理者が特に認めた軽微な工事 

(2) 災害その他非常の場合において、上下水道事業管理者が他の市町村長（地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水道事業

の管理者を含む。以下この項及び次項において同じ。）の指定を受けた者に工事を

行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事 

 第７条第２項中「指定工事店」を「指定工事店及び前項第２号の規定により管理者

が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めた場合における

当該他の市町村長の指定を受けた者」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提出理由） 

災害その他非常の場合における排水設備等の工事の円滑な実施を図るため、所要
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の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本市下水道条例（昭和４６年条例第１４号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 備考 

第１条及び第２条 【略】 第１条及び第２条 【略】 能登半島地震の教訓から、災害その他

非常の場合にあって、排水設備工事に

係る指定工事事業者等の確保が困難と

判断されるときは、宅内配管を早期復

旧するとともに、被災地における排水

設備工事の適正な実施を図る必要があ

る。当該目的を達成するために、他の

市町村長等が指定した指定工事事業者

による排水設備工事の実施を可能に

し、もって宅内配管の復旧に対応する

事業者や工事店を確保することができ

るよう改正を行う。 

・本市では、第３条において「上下水

道事業管理者」を「管理者」とする略

称規定を置いているため、第７条第１

項において他の市町村における水道事

業の「管理者」と区別する必要があ

る。そのため、第３条の略称規程で

は、第７条第１項を除いて略称規定を

置くこととし、第１１条第１項では、

略称規定の適用を除外することとし

た。なお、号レベルで略称規定を除く

用例は法律及び政令では存在しなかっ

た。 

（排水設備の設置） （排水設備の設置） 

第３条 法第１０条第１項に規定する公共下水道の排水

区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、法第９

条の規定に基づき上下水道事業管理者（第７条第１項

を除き、以下「管理者」という。）が公示した当該公

共下水道の供用開始の日から６月以内に排水設備を設

置しなければならない。 

第３条 法第１０条第１項に規定する公共下水道の排水

区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、法第９

条の規定に基づき上下水道事業管理者（      

    以下「管理者」という。）が公示した当該公

共下水道の供用開始の日から６月以内に排水設備を設

置しなければならない。 
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第４条～第６条 【略】 第４条～第６条 【略】  

（排水設備等の工事の実施） （排水設備等の工事の実施）  

第７条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げ

る工事を除き、上下水道事業管理者が指定する者（以

下「指定工事店」という。）でなければ行うことがで

きない。                    

             

 (1) 上下水道事業管理者が特に認めた軽微な工事 

 (2) 災害その他非常の場合において、上下水道事業管

理者が他の市町村長（地方公営企業法（昭和２７年

法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水

道事業の管理者を含む。以下この項及び次項におい

て同じ。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要

があると認めるときに、他の市町村長の指定を受け

た者が行う工事 

第７条 排水設備等の新設等の工事は        

     、       管理者が指定する者（以

下「指定工事店」という。）でなければ行うことがで

きない。ただし、管理者が特に認めた軽微な工事につ

いては、この限りでない。 

                  

                        

                       

                       

                       

                       

                       

      

・条例例（令和７年４月２２日国水企

第６号）では、「管理者が他の市町村

長の指定を受けた者」としていたが、

他の市町村において下水道事業の管理

者が置かれていた場合、対応できない

ため、下水道事業の管理者を指す表現

として「地方公営企業法（昭和２７年

法律第２９２号）第７条の規定により

置かれた下水道事業の管理者」を採用

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定工事店及び前項第２号の規定により管理者が他

の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要が

あると認めた場合における当該他の市町村長の指定を

受けた者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

２ 指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定め

る。 

第１項第２号の規定により上下水道事

業管理者が他の市町村長の指定を受け

た者に工事行わせる必要があると認め

た場合における当該他の市町村長の指

定を受けた者についても、指定工事店

と同様に責務及び遵守事項について別

○地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号） 

(管理者の設置) 

第７条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第２条第１項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定める

ところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は２以上の事業を通じて管理者１人を置くことができる。なお、水道事業(簡易水

道事業を除く。)及び工業用水道事業を併せて経営する場合又は軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち２以上の事業を併せて経営する場合におい

ては、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて管理者１人を置くことを常例とするものとする。 
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に定める必要があるため、「等」を加

える改正を行う。 

第８条～第２２条 【略】 第８条～第２２条 【略】  

（手数料） （手数料）  

第２３条 管理者は、指定工事店の指定に係る事務につ

いて、当該事務の申請者から、１件につき１０，００

０円の手数料を徴収する。 

第２３条 管理者は、指定工事店の指定に係る事務につ

いて、当該事務の申請者から、１件につき１０，００

０円の手数料を徴収する。 

ここはあくまでも本市の指定を受ける

ための事務手数料の話なので改正しな

い。 

２ 前項の手数料は、申請の際に徴収する。 ２ 前項の手数料は、申請の際に徴収する。  

３ 既納の手数料は、還付しない。 ３ 既納の手数料は、還付しない。  

第２４条～第２８条 【略】 第２４条～第２８条 【略】  

附 則 【略】 附 則 【略】  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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